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秋
田
県
立
博
物
館
で
は
平
成
十
八
年
度
特
別
展
と
し
て
「
熊
野
信
仰
と
東
北
１

名
宝
で
た
ど
る
祈
り
の
歴
史
ｌ
」
を
実
施
し
た
Ｔ
）
。
こ
の
展
示
は
宮
城
県
の
東

北
歴
史
博
物
館
と
共
同
で
三
年
前
か
ら
調
査
を
進
め
る
な
ど
、
そ
の
準
備
段
階
か

ら
共
同
で
作
業
を
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
東
北
地
方
で
は
現
在
で
も
、
熊
野

信
仰
が
各
地
に
色
濃
く
残
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
全
体
像
を
紹
介
す
る
機
会

は
今
ま
で
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
会
期
中
は
多
く
の
来
館
者
か
ら
興
味
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
い
た
。
展
示
の
内
容
に
つ
い
て
は
小
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
え
な
い

が
、
最
初
に
祖
山
で
あ
る
紀
州
熊
野
の
資
料
を
紹
介
し
た
後
、
そ
の
信
仰
が
ど
の

よ
う
な
形
で
東
北
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
、
東
北
各
地
に
残
る
資
料
か

ら
紹
介
し
た
。

展
示
に
あ
わ
せ
て
、
展
示
資
料
約
三
○
○
点
を
紹
介
し
た
展
示
図
録
を
発
行
し
、

－
２
）
そ
の
中
に
「
熊
野
信
仰
の
東
北
へ
の
伝
播
ｌ
北
部
出
羽
国
を
中
心
と
し
て
ｌ
」

と
い
う
拙
稿
を
掲
載
し
た
が
、
会
期
ま
で
の
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
の
分
析
で
あ

っ
た
た
め
、
不
十
分
な
点
が
多
々
あ
っ
た
。
小
稿
で
は
、
展
示
図
録
の
中
で
は
述

べ
き
れ
な
か
っ
た
熊
野
三
山
の
師
檀
関
係
に
つ
い
て
概
観
し
、
熊
野
信
仰
が
出
羽

国
北
部
に
ど
の
時
期
ど
の
よ
う
な
形
で
伝
わ
っ
て
き
た
の
か
を
再
考
す
る
た
め
の

基
礎
作
業
と
し
た
い
。

二
、
熊
野
信
仰
の
師
檀
関
係
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て

一
、
は
じ
め
に

熊
野
三
山
に
お
け
る
御
師
と
先
達
そ
し
て
旦
那
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
熊
野
修

出
羽
国
北
部
に
お
け
る
熊
野
信
仰
の
師
檀
関
係
に
関
す
る
覚
苦

験
の
組
織
の
研
究
や
そ
の
統
治
機
構
の
問
題
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い

る
。
な
か
で
も
宮
家
準
氏
の
『
熊
野
修
験
』
－
３
－
『
修
験
道
組
織
の
研
究
』
丁
一
は
こ

う
し
た
研
究
の
集
大
成
で
あ
り
、
小
稿
の
問
題
関
心
も
宮
家
氏
の
研
究
成
果
に
学

ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

ま
た
、
熊
野
信
仰
に
お
け
る
組
織
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
史
料
募
集

古
文
書
編
『
熊
野
那
智
大
社
文
書
』
言
一
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
『
和
歌
山
県
史
中
世
史
料
』
二
一
’
一
収
録
の
本

宮
関
係
文
書
や
、
『
山
岳
修
験
』
九
？
一
に
掲
載
さ
れ
た
新
川
熊
野
本
宮
大
社
文
書

な
ど
の
基
礎
資
料
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
更
な
る
研
究
の
進
展
が
期
待
さ

れ
る
。
ま
た
、
秋
田
県
関
係
の
資
料
に
つ
い
て
も
、
『
横
手
市
史
古
代
中
世
資
料

編
』
一
§
の
中
で
東
京
大
学
史
料
編
墓
所
架
蔵
影
写
本
の
若
王
子
文
書
や
、
『
新
庄

巾
史
』
第
一
巻
一
，
一
の
中
で
紀
伊
家
文
書
が
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
総
括
的
に
秋
川

県
関
係
の
熊
野
信
仰
史
料
を
検
討
す
る
必
要
性
が
出
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
秋
川
県
内
に
お
け
る
熊
野
信
仰
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
史
誌
等

で
関
係
文
書
が
紹
介
さ
れ
た
り
而
一
、
秋
田
県
北
部
比
内
地
域
の
農
民
層
の
実
態

を
記
録
し
た
「
沙
弥
浄
光
譲
状
」
（
新
渡
戸
文
書
Ｉ
別
表
史
料
番
号
六
）
の
中
に

「
熊
野
の
御
神
田
」
「
先
達
の
田
」
等
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
に
つ
い

て
浅
利
氏
と
の
関
連
で
分
析
し
た
研
究
が
あ
る
。
、
一
こ
の
他
に
は
、
遠
藤
巌
氏
が

「
中
世
期
の
出
羽
国
平
賀
郡
の
領
主
と
領
域
」
画
一
に
お
い
て
、
平
賀
郡
油
河
輩
の

動
向
を
分
析
す
る
中
で
京
都
若
王
子
文
書
の
解
釈
を
さ
れ
、
秋
川
県
南
部
の
熊
野

信
仰
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
加
藤
民
夫
氏
は
秋
川
県
内
の
中
世

宗
教
史
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
「
神
仏
受
容
の
地
方
的
展
開
」
§
の
中
で
、

秋
川
県
内
の
熊
野
信
仰
に
つ
い
て
開
発
伝
承
と
の
関
連
や
浅
利
氏
、
小
野
寺
氏
の

高
橋
正
＊
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秋
田
県
関
係
で
は
熊
野
の
御
師
、
先
達
、
檀
那
が
明
確
に
で
で
来
る
数
少
な
い

史
料
で
あ
り
、
従
来
よ
り
検
討
さ
れ
て
き
た
資
料
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
て
き
た
こ

と
は
先
達
が
「
遊
里
Ⅱ
由
利
』
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
宮
家
氏
の
先

こ
こ
で
述
べ
る
出
羽
国
北
部
と
は
現
在
の
秋
川
県
を
中
心
と
す
る
地
域
を
想
定

す
る
が
、
そ
の
中
で
御
師
、
先
達
、
檀
那
の
関
係
が
明
確
に
表
れ
る
の
が
次
の
史

料
で
あ
る
。

熊
野
信
仰
の
実
態
に
つ
い
て
触
れ
る
な
ど
の
研
究
成
果
な
ど
が
あ
る
。
一
Ｎ
一

一
方
、
陸
奥
国
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
あ
る
が
綿
貫
友
子
氏
は
熊
野
那
智
大
社

文
書
の
中
に
見
る
陸
奥
国
関
係
資
料
を
網
羅
的
に
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
各
地
の
熊

野
信
仰
の
浸
透
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
一
編
一
。
小
稿
に
お
い
て
も
こ
う
し
た

研
究
成
果
に
導
か
れ
な
が
ら
、
出
羽
国
に
お
け
る
師
檀
関
係
を
検
討
し
た
。

三
出
羽
国
北
部
の
熊
野
信
仰

（
史
料
－
１
別
表
史
料
番
号
十
三
）

那
智
山
願
文

奥
州
ひ
な
い
の
郡
徳
子
郷

あ
さ
り
の

徳
子
之
源
遠
江
入
道
但
阿
弥
（
花
抑
）

同
子
息
二
位
殿
隆
慶

合
力
善
阿
弥

嘉
吉
元
年
辛
酉
七
月
十
四
日

先
達
遊
里
住宰

相
公
良
春
（
花
抑
）

那
智
御
師
筒
井
坊

達
の
類
型
か
ら
す
れ
ば
い
わ
ゆ
る
「
在
地
先
達
」
で
、
「
各
地
の
霊
山
、
社
寺
、

熊
野
神
領
、
市
や
港
に
依
拠
し
て
在
地
の
宗
教
者
や
俗
人
を
熊
野
に
導
く
」
先
達

で
あ
る
一
服
一
。
現
在
確
認
可
能
な
秋
田
県
の
先
達
の
中
で
も
そ
の
在
住
地
が
明
確

で
あ
る
点
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。

も
う
一
点
は
、
比
内
郡
徳
子
（
独
鈷
）
の
浅
利
氏
が
檀
那
に
な
っ
て
い
る
点
で

あ
る
。
浅
利
氏
と
熊
野
信
仰
と
の
関
わ
り
は
、
前
項
で
触
れ
た
「
沙
弥
浄
光
譲
状
」

の
浄
光
が
浅
利
氏
に
関
係
す
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
長
禄
元
二
四
五

七
）
年
十
二
月
十
七
日
の
旦
那
売
券
（
別
表
史
料
番
号
十
九
）
の
中
で
、
浅
利
一

族
の
檀
那
職
を
那
智
山
御
師
筒
井
吉
Ⅲ
が
は
ま
み
や
二
郎
に
売
り
渡
し
た
事
が
確

認
で
き
る
。
な
お
、
浅
利
氏
は
甲
斐
国
青
烏
庄
浅
利
郷
を
本
貫
の
地
と
し
、
奥
州

合
戦
の
功
に
よ
り
浅
利
氏
は
浅
利
郷
を
所
有
し
た
ま
ま
比
内
郡
を
与
え
ら
れ
た
と

い
わ
れ
る
一
”
一
。
史
料
番
号
十
九
の
端
裏
書
に
も
「
甲
斐
脚
浅
里
之
地
下
一
族
一

円
」
の
檀
那
職
と
し
て
掌
握
し
て
い
る
点
が
な
お
注
目
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
沙

弥
浄
光
譲
状
の
よ
う
に
文
和
三
二
三
五
四
）
年
と
い
う
早
い
時
期
に
「
熊
野
の

御
神
田
」
が
設
定
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
は
、
氏
族
単
位
で
檀
那
が
掌
握
さ
れ
た
こ

と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
家
氏
は
檀
那
の
掌
握
の
仕
方
に
つ
い
て
「
概
し
て

東
日
本
の
東
北
・
関
東
と
九
州
は
氏
族
単
位
で
な
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
近
畿
・

山
陽
・
四
阿
で
は
地
域
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
」
一
隅
一
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
浅
利
氏
は
ま
さ
に
氏
族
単
位
で
檀
那
が
掌
握
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
比
較
的
早
い
時
期
に
熊
野
信
仰
を
比
内
地
域
に
伝
播
す
る
要
因
に
な
っ
た
の
で

な
い
か
と
考
え
る
。

ま
た
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
点
注
目
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
は
在
地
先
達
の
行
動
範
囲
の
問
題
で
あ
る
。
良
春
の
住
む
由
利
は
秋
田
県
南

西
部
に
位
置
し
、
そ
の
霊
山
は
鳥
海
山
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
良
春
は
鳥
海
修
験

と
関
わ
り
が
深
い
先
達
と
考
え
る
の
が
一
安
当
で
あ
ろ
う
。
一
方
比
内
の
独
鈷
は
、

古
代
に
お
い
て
は
秋
川
郡
に
編
入
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
中
世
に
入
り
郡
郷
制
が

再
編
す
る
と
陸
奥
国
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
は
天
正
年
間
再
び
秋
Ⅲ
郡
に
編

ｊ
別
２ｉ
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（
史
料
二
ｌ
別
表
史
料
番
号
三
）

（
端
裏
書
）

「
奥
州
先
達
檀
那
系
図
」

此
檀
那
三
河
あ
さ
り
浄
範
よ
り
買
得
、
雌
然
願
文
一
通
な
く
無
正
鉢
候
虚
二
、

奥
州
持
渡
津
先
達
大
進
阿
闇
梨
幸
慶
貞
和
五
年
十
二
月
廿
九
日
参
詣
時
、
無

願
文
由
申
て
候
ヘ
ハ
、
幸
慶
委
細
如
此
注
申
候
問
、
其
後
た
ん
な
尋
あ
つ
か

い
候
な
り
、

奥
州
遠
田
郡
よ
り
参
詣
人
々
大
略
常
坊
へ
参
候
也
、
為
後
年
如
此
注
置
虚
、

能
々
此
人
々
参
詣
時
可
尋
事
也
、

奥
州
持
渡
津
先
達
檀
那
系
図
事

戒
行
房
甥
也

一
根
本
先
達
槻
性
房
阿
闇
梨
、
其
弟
子
戒
行
房
阿
闇
梨
、
其
弟
子
常
陸
阿
闇
梨
房

幸
畷
掘
弗
也

行
祐
、
其
弟
子
大
進
阿
闇
梨
幸
慶
、
其
弟
子
輔
阿
闇
梨
、
其
舎
弟
太
夫
阿
闇
梨
恵

牛Ⅱ一
又
常
陸
阿
闇
梨
填
弟
大
試
阿
闇
梨
房
引
導
た
ん
な
の
事

ぬ
か
の
ふ
の
内
九
か
ん
の
へ
よ
り
ま
い
り
候
た
ん
な
ハ
ミ
な
ｊ
Ｉ
営
坊
へ
可
参

候
、
又
一
の
へ
の
い
つ
か
た
い
の
中
務
殿
も
御
参
詣
候
、

入
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
陸
奥
国
と
出
羽
国
と
の
間
で
そ
の
所
領
の
境
が
変
動

し
て
い
た
地
域
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
小
稲
で
詳
し
く
述
べ
る
準
備
が
な

い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
在
地
先
達
の
行
動
範
囲
の
広
範
囲
で
あ
る
こ
と
に
注
目

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
ど
う
し
て
も
出
羽
関
係
の
先
達
は
出
羽
関
係

文
書
の
中
か
ら
考
え
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
他
国
の
檀
那
を
出
羽
の
先
達
が
引
導

す
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
こ
の
史
料
は
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
。次

に
秋
田
県
南
部
の
動
向
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

貞
和
五
年
十
二
月
二
十
九
Ｈ
の
陸
奥
国
先
達
旦
那
系
図
注
文
案
と
い
う
史
料
に

つ
い
て
、
特
に
妓
後
の
部
分
に
注
目
し
た
い
。

一
津
軽
三
郡
内
、
し
り
ひ
き
の
三
世
寺
の
別
富
ハ
常
陸
阿
闇
梨
房
舎
弟
大
和
阿
闇

梨
房
に
て
候
、
彼
引
た
ん
な
侍
常
坊
へ
可
参
候
、
安
藤
又
大
郎
殿
号
下
剛
殿
、
今

安
藤
殿
親
父
宗
季
と
叩
候
也
、
今
安
藤
殿
師
季
と
叩
候
也
、
此
御
事
共
営
坊
へ
可

有
御
参
候
、

彼
妻
三
位
あ
さ
り
妹
御
前

一
常
陸
法
眼
房
弟
子
三
位
阿
闇
梨
房
先
年
参
詣
時
、
鵜
山
入
道
殿
と
申
人
引
道
申

て
候
、
富
坊
た
ん
な
に
て
候
、

一
出
羽
国
山
北
山
本
郡
い
な
に
ハ
殿
・
か
わ
つ
ら
殿
、
此
人
ノ
、
ハ
大
気
殿
先

達
申
て
候
、
常
陸
法
眼
房
弟
子
の
大
試
房
に
て
候
、

貞
和
五
年
十
二
月
廿
九
日

こ
の
資
料
は
奥
州
持
渡
津
先
達
の
檀
那
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
そ
の
背

景
に
は
、
端
裏
書
に
あ
る
よ
う
に
「
三
河
あ
さ
り
浄
範
」
よ
り
買
い
取
っ
た
檀
那

で
あ
る
が
、
願
文
が
存
在
せ
ず
檀
那
の
実
態
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
そ
の
内
容
を

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
直
接
出
羽
国
に
関
す
る
内
容
は
史
料
の
最
後
の
部
分
で

あ
る
が
、
前
半
部
に
あ
る
と
お
り
先
達
間
に
師
弟
関
係
が
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り

「
根
本
先
達
Ⅱ
先
達
家
の
初
代
」
に
対
し
て
そ
の
弟
子
が
延
々
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
§
。

ま
た
、
安
藤
（
東
）
氏
の
名
前
が
檀
那
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
も
注
目
を
は

ら
う
必
要
が
あ
る
。
十
川
世
紀
の
半
ば
に
、
当
時
津
軽
十
三
湊
を
拠
点
と
し
て
い

た
安
藤
氏
が
持
渡
津
先
達
の
も
と
で
檀
那
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
権
力
体

制
が
北
奥
羽
に
お
い
て
あ
る
程
度
安
定
し
た
基
盤
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
史
料
引
用
し
た
出
羽
国
の
部
分
に
つ
い
て
、
「
い
な
に
ハ
殿
」
「
か
わ
つ

ら
殿
」
は
秋
田
県
南
部
を
拠
点
と
し
た
小
野
寺
氏
一
族
の
こ
と
を
さ
す
。
小
野
寺

氏
は
も
と
下
野
国
御
家
人
で
鎌
倉
時
代
に
雄
勝
郡
地
頭
職
を
得
て
い
る
。
小
野
寺

氏
が
こ
の
地
域
に
お
い
て
熊
野
信
仰
に
篤
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
稲

庭
城
周
辺
に
伝
え
ら
れ
る
十
六
世
紀
の
紀
年
銘
を
持
つ
三
面
の
御
正
鉢
が
物
語

る
。
こ
の
御
正
鉢
奉
納
の
意
義
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
「
熊
野
信
仰
と
東
北
」

－80－

（3）
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文
意
が
と
り
に
く
く
難
解
な
史
料
で
あ
る
が
、
か
わ
つ
ら
の
い
や
し
郎
（
川
連

弥
四
郎
）
が
二
貫
文
の
借
銭
を
し
、
そ
れ
に
対
し
て
毎
月
二
百
文
の
利
息
を
支
払

う
こ
と
、
こ
の
借
銭
に
つ
い
て
出
羽
国
「
か
つ
ま
か
に
」
の
別
当
職
を
担
保
と
し

て
い
る
こ
と
、
十
ヶ
月
支
払
い
が
で
き
な
け
れ
ば
押
さ
え
取
ら
れ
る
こ
と
等
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
米
良
文
書
と
し
て
実
報
院
に
残
っ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
借
銭
は
「
か
わ
つ
ら
の
い
や
し
郎
」
が
実
報
院
に
対
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
こ
の
「
か
わ
つ
ら
の
い
や
し
郎
」
が
史
料
二
の
「
か

わ
つ
ら
殿
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
管
見
の
限

り
で
は
康
暦
年
間
の
川
連
氏
に
お
い
て
「
弥
四
郎
」
な
る
人
物
を
比
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
史
料
二
に
お
い
て
は
檀
那
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
「
か
わ
つ
ら

（
史
料
三
ｌ
別
表
史
料
番
号
七
）

（
端
裏
書
）

「
か
ハ
つ
ら
の
い
あ
し
郎大

門
之
分
」

申
う
け
る
り
せ
ニ
の
こ
と
ハ

つ
‐
力

あ
ハ
せ
て
二
貫
文
□
き
の
よ
と
ニ
ハ
、

つ
き
二
百
文
っ
、
の
り
ふ
ん
そ
ゑ
て
わ
た
申
す
へ
く
候
、
御
七
ニ
ハ
て
ハ
の
く
ニ

の
か
つ
ま
か
に
の
へ
た
う
を
ハ
の
申
す
、
も
し
と
つ
き
を
す
き
候
わ
、
、
お
さ
ゑ

と
ら
れ
申
す
へ
く
候
、

た
い
の
あ
さ
り
の
て
か
ら
す
ク
ニ
ゑ
た
る
た
な
に
て
候
ほ
と
ニ
し
た
い
申
候
、

か
う
や
く
元
年
八
月
八
日

か
ハ
つ
ら
の
い
や
し
郎
（
略
押
）

の
展
示
図
録
中
の
コ
ラ
ム
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
師
一
。
さ
て
こ
こ
で
現
在
の
秋
田

県
南
部
と
関
係
の
深
い
資
料
を
も
う
一
点
あ
げ
た
い
。

（
史
料
四
ｌ
別
表
史
料
番
号
二
十
二
）

出
羽
国
秋
田
郡
・
山
北
々
浦
之
上
野
公
知
行
之
分
所
々
檀
那
、
熊
野
参
詣
先
達
職

事
、
去
康
正
三
年
六
月
廿
七
日
被
成
御
下
知
之
処
、
令
紛
失
云
々
、
価
重
所
被
仰

付
也
、
早
任
当
知
行
之
旨
、
領
掌
不
可
有
相
違
之
由
、
乗
々
院
－
－

寛
正
三
’
六
月
九
日
、
、

殿
」
が
「
い
や
し
郎
」
と
同
じ
檀
那
の
立
場
で
あ
れ
ば
、
「
か
つ
ま
か
に
」
の
別

当
職
を
担
保
に
す
る
こ
と
や
、
文
末
の
「
た
い
の
あ
さ
り
の
て
か
ら
す
ぐ
に
え
た

る
た
な
（
檀
那
）
に
て
候
ほ
と
ニ
し
た
い
（
進
退
）
申
候
」
と
い
う
記
述
が
矛
盾

す
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
現
状
で
は
史
料
二
に
檀
那
と
し
て
記
さ
れ
る
「
か
わ

つ
ら
殿
」
と
同
一
の
立
場
に
あ
る
人
物
と
は
考
え
て
い
な
い
。

こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
「
か
つ
ま
か
に
」
の
地
名
を
ど
こ
に
比
定
す
る
の
か
と

い
う
問
題
や
、
こ
の
資
料
の
最
後
の
部
分
に
記
さ
れ
る
「
た
い
の
あ
さ
り
」
を
、

史
料
二
に
記
さ
れ
る
「
か
わ
つ
ら
殿
」
の
先
達
で
あ
る
「
大
試
房
」
つ
ま
り
「
大

試
の
阿
闇
梨
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
検
討
を
含
め
て
、
今
後
の
検
討
を

要
す
る
史
料
で
あ
る
と
考
え
る
。

さ
て
、
出
羽
国
北
部
の
熊
野
信
仰
の
師
檀
関
係
を
伝
え
る
史
料
は
、
わ
ず
か
で

は
あ
る
が
那
智
大
社
文
書
以
外
に
も
散
見
す
る
。

（
史
料
五
Ｉ
別
表
史
料
番
号
二
十
三
）

出
羽
国
山
北
平
賀
郡
油
河
輩
、
熊
野
参
詣
先
達
職
事
、
任
去
応
永
廿
三
年
六
月
五

日
御
下
知
之
旨
、
当
知
行
之
上
者
、
相
続
引
導
不
可
有
相
違
之
由
、
乗
々
院
－
－

寛
正
三
Ｉ
六
月
十
一
日

紀
伊
律
師
御
房

「
出
羽
国
小
紀
伊
紛
失
状
案
化
鋤
榊
肝
蜘
峠
唾
」

、
、

ｊ
刃
４ｉ
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こ
の
二
通
は
と
も
に
若
王
子
文
書
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
と
も
に
害
止
文
言
が

省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
関
連
す
る
文
書
か
ら
「
法
印
御
房
御
奉
行
所
候
也
、
価
執

達
如
件
」
と
推
測
さ
れ
る
と
と
も
に
、
差
出
人
が
「
上
座
芸
全
」
と
「
法
橋
快
僧
」

あ
る
い
は
「
法
橋
快
堪
」
と
推
定
さ
れ
る
一
馴
一
。
乗
々
院
は
若
王
子
神
社
の
別
当

で
、
十
四
世
紀
末
期
頃
か
ら
、
熊
野
三
山
検
校
を
重
代
職
と
し
て
本
山
派
を
形
成

し
た
聖
護
院
の
筆
頭
院
家
で
、
熊
野
三
山
奉
行
と
し
て
そ
の
実
務
に
も
関
わ
っ
て

い
た
く
翌
。

史
料
の
内
容
は
、
乗
々
院
が
秋
田
郡
山
北
北
浦
の
熊
野
先
達
職
を
紀
伊
律
師
に

宛
て
行
い
（
史
料
川
）
、
山
北
平
賀
郡
油
河
の
熊
野
先
達
職
を
二
位
公
行
逆
に
宛

て
行
っ
た
（
史
料
五
）
も
の
で
、
と
も
に
出
羽
国
北
部
の
先
達
職
が
熊
野
三
山
奉

行
で
あ
る
乗
々
院
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
遠
藤
氏
が

述
べ
る
通
り
一
翌
史
料
五
は
従
来
は
平
鹿
郡
関
係
資
料
と
し
て
顧
み
ら
れ
な
い
き

ら
い
が
あ
っ
た
が
、
秋
川
県
に
お
け
る
中
世
熊
野
信
仰
の
師
檀
関
係
を
物
語
る
貴

重
な
史
料
と
考
え
る
。
な
お
、
史
料
四
の
中
に
康
正
三
二
四
五
七
）
年
段
階
で

紀
伊
律
師
御
房
の
先
達
職
が
安
堵
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
以
前
は
上
野
公
と
い

う
先
達
が
檀
那
を
知
行
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
長
享
三
二
四
八

九
）
年
の
乗
々
院
御
教
書
案
（
別
表
史
料
番
号
二
十
七
）
や
、
天
文
二
十
一
二

五
五
二
）
年
若
王
子
社
別
当
御
教
書
写
（
別
表
史
料
番
号
三
十
五
）
等
に
よ
る
と
、

出
羽
国
秋
田
郡
千
福
北
浦
は
上
野
公
御
房
が
先
達
職
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
事
が
わ

か
る
。
康
正
三
年
以
前
に
先
達
職
を
安
堵
さ
れ
て
い
た
上
野
公
と
は
同
一
人
物
と

は
言
え
な
い
が
、
そ
の
一
族
が
後
に
再
び
仙
北
北
浦
の
先
達
職
を
安
堵
さ
れ
た
可

能
性
を
窺
わ
せ
る
史
料
と
考
え
る
。

二
位
公
御
房
進
物
血
面
疋

出
羽
脚
ア
フ
ラ
河
ノ
ー
位
安
堵
案

実
名
行
迎

へ

2
ー

度
概
観
し
、
そ
こ
か
ら
秋
田
県
の
熊
野
信
仰
の
実
態
を
論
じ
よ
う
と
の
試
み
で
あ

っ
た
が
、
難
解
な
史
料
の
解
釈
に
お
わ
れ
、
出
羽
国
北
部
の
特
徴
を
ま
と
め
る
ま

で
に
は
到
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
以
前
に
関
係
す
る
資
料
数
が
少
な
い
た
め
、
個
別

論
が
点
か
ら
線
に
さ
ら
に
面
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
こ
と

を
再
認
識
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
史
料
解
釈
に
つ
い
て
も
、
既
に
解
釈
さ
れ
て
い

る
内
容
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
秋
川
県
関
係
の
師
輔
一
関
係
文
書
を
ト
ー

タ
ル
と
し
て
概
観
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
主
張
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
小

稿
を
ま
と
め
た
次
第
で
あ
る
。

た
だ
し
、
小
稿
を
通
し
て
．
現
存
す
る
文
書
だ
け
で
は
秋
川
県
の
熊
野
信
仰
に

つ
い
て
は
断
片
し
か
論
じ
得
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、

秋
田
の
熊
野
信
仰
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
男
鹿
半
島
の

信
仰
や
鳥
海
山
の
信
仰
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

今
後
は
中
世
に
お
い
て
男
鹿
と
鳥
海
が
い
か
に
熊
野
信
仰
と
関
わ
り
を
持
ち
得
た

の
か
に
つ
い
て
、
文
書
以
外
の
資
料
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
性
を
感
ず
る
。

〆 へ, 公

1註
、一ー

四
、
お
わ
り
に

出
羽
国
北
部
に
お
け
る
熊
野
信
仰
の
師
檀
関
係
に
つ
い
て
、
既
知
の
史
料
を
再

「
熊
野
信
仰
と
東
北
－
名
宝
で
た
ど
る
祈
り
の
歴
史
」
は
熊
野
信
仰
と
東

北
展
実
行
委
員
会
（
東
北
歴
史
博
物
館
、
秋
田
県
立
博
物
館
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
仙

台
放
送
局
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
秋
田
放
送
局
）
が
主
催
し
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十

九
日
～
九
月
十
Ｈ
の
期
間
宮
城
会
場
（
東
北
歴
史
博
物
館
）
、
平
成
十
八
年

九
月
二
十
三
日
～
十
一
月
五
日
の
期
間
秋
田
会
場
（
秋
田
県
立
博
物
館
）

で
開
催
さ
れ
た
。

熊
野
信
仰
と
東
北
展
実
行
委
員
会
編
集
「
熊
野
信
仰
と
東
北
１
名
宝
で
た

ど
る
祈
り
の
歴
史
ｌ
」
二
○
○
六
年

１
ノ

沼
５

〃
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へ
３
－

－
１
、

（
皿
）

（
３
）
宮
家
準
『
熊
野
修
験
』
吉
川
弘
文
館
一
九
九
二
年

（
４
）
宮
家
準
『
修
験
道
組
織
の
研
究
』
春
秋
社
一
九
九
九
年

（
５
）
永
島
福
太
郎
・
小
田
基
彦
校
訂
『
熊
野
那
智
大
社
文
書
』
全
六
巻
続
群

書
類
従
完
成
会
一
九
七
一
～
一
九
九
一
年

（
６
）
「
熊
野
本
宮
大
社
文
書
」
『
和
歌
山
県
史
中
世
史
料
』
二
和
歌
山
県
一

九
八
三
年

（
７
）
鈴
木
宗
朔
・
山
本
吉
右
左
編
「
新
出
熊
野
本
宮
大
社
文
書
付
畠
中
家
文

書
」
『
山
岳
修
験
』
九
一
九
九
二
年

（
８
）
『
横
手
市
史
古
代
中
世
史
料
編
』
横
手
市
二
○
○
六
年

（
９
）
『
新
庄
市
史
』
新
庄
市
一
九
八
九
年

（
Ⅲ
）
『
秋
田
県
史
古
代
中
世
史
料
編
』
秋
田
県
一
九
六
一
年
で
米
良
文
書

が
紹
介
さ
れ
て
以
降
、
『
本
荘
市
史
史
料
編
Ｉ
上
」
本
荘
市
一
九
八
四
年
、

『
秋
田
市
史
中
世
史
料
編
』
秋
田
市
一
九
九
六
年
、
『
能
代
市
史
資
料
編
古

代
・
中
世
屋
能
代
市
一
九
九
八
年
「
横
手
市
史
』
前
掲
書
（
八
）
な
ど

で
紹
介
さ
れ
て
き
た
。

（
皿
）
「
沙
弥
浄
光
譲
状
」
に
つ
い
て
の
分
析
は
大
島
正
隆
「
北
奥
大
名
領
成
立

過
程
の
一
断
面
ｌ
比
内
浅
利
氏
を
中
心
と
す
る
考
察
ｌ
」
室
吾
田
博
士
追
悼

記
念
国
史
論
集
』
一
九
四
二
年
、
塩
谷
順
耳
「
南
北
朝
期
北
奥
の
農
民
層

に
つ
い
て
」
『
歴
史
』
三
二
一
九
六
六
年
や
、
『
大
館
市
史
第
一
巻
」
大

館
市
一
九
七
九
年
、
最
近
の
研
究
で
は
板
橋
範
芳
「
沙
弥
浄
光
譲
状
の
分

析
」
『
火
内
一
第
五
号
大
館
郷
土
博
物
館
２
二
○
○
四
年
な
ど
が
あ
る
。

（
皿
）
遠
藤
巌
「
中
世
期
の
出
羽
国
平
賀
郡
の
領
主
と
領
域
」
『
宮
城
教
育
大
学
紀

こ
の
他
に
も
月
光
善
弘
『
東
北
の
修
験
道
雲
伊
藤
清
郎
「
霊
山
・
霊
場
と

信
仰
」
『
中
世
出
羽
の
宗
教
と
民
衆
』
高
志
書
院
二
○
○
二
年
な
ど
が
あ
る
。

綿
貫
友
子
「
中
世
後
期
陸
奥
国
に
お
け
る
熊
野
信
仰
ｌ
旦
那
・
先
達
の
分

要
』
三
四
一
九
九
九
年

加
藤
民
夫
「
神
仏
受
容
の
地
方
的
展
開
」
『
秋
大
史
学
』
四
○
～
四
一

布
と
道
興
准
后
の
順
路
に
関
す
る
覚
書
」
『
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研

究
報
告
別
巻
』
二
九
一
九
九
二
年

（
略
）
宮
家
準
前
掲
書
（
四
）
二
四
○
頁

（
〃
）
『
能
代
市
史
』
前
掲
書
（
十
）
六
五
八
頁

（
略
）
宮
家
準
前
掲
書
（
四
）
二
三
八
頁

（
岨
）
持
渡
津
先
達
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
森
毅
『
修
験
道
霞
職
の
史
的
研
究
」

名
著
出
版
一
九
八
九
年
や
宮
家
準
前
掲
著
（
四
）
の
中
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
持
渡
津
の
位
置
に
つ
い
て
も
森
氏
は
宮
城
県
涌
谷
町
付
近
と

推
定
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
大
石
直
正
氏
は
「
平
泉
藤
原
氏
と
津
軽
安
藤

氏
」
『
津
軽
安
藤
氏
と
北
方
世
界
』
河
出
書
房
新
書
一
九
九
五
年
で
宮
城
県

桃
生
郡
河
北
町
付
近
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
別
）
新
堀
道
生
「
小
野
寺
氏
に
み
る
中
世
地
方
豪
族
の
熊
野
信
仰
」
前
掲
害

（
二
）
六
十
八
頁
こ
の
中
で
新
堀
氏
は
御
正
鉢
が
奉
納
さ
れ
た
大
永
五

二
五
二
五
）
年
が
小
野
寺
氏
が
稲
庭
城
主
の
家
督
を
継
い
だ
年
で
あ
る
こ

と
と
、
同
じ
年
に
小
野
寺
道
俊
が
菩
提
寺
の
広
沢
寺
を
再
建
し
た
年
で
あ

る
こ
と
に
注
目
し
、
小
野
寺
道
俊
の
御
正
鉢
奉
懸
を
家
督
継
承
に
あ
た
っ

て
の
政
治
的
な
イ
ベ
ン
ト
と
評
価
し
た
。

（
訓
）
遠
藤
巌
前
掲
著
（
十
三
、
『
横
手
市
史
」
前
掲
著
（
八
）

（
犯
）
宮
家
準
前
掲
著
（
四
）
二
二
八
頁

（
羽
）
遠
藤
巌
前
掲
著
（
十
二
）
二
九
六
頁
そ
の
た
め
か
史
料
中
の
「
油
河
」

に
つ
い
て
も
奥
州
津
軽
領
の
油
川
と
比
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
遠
藤
氏
の
論
の
通
り
平
鹿
郡
西
部
（
現
横
手
市
）
と
比
定
す
べ
き
と

考
え
る
。

－77－

（6）
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(別表）熊野信仰に関する出羽国関係資料

※出典の「米良」は「米良文書」をさし、番号は、『熊野那智大社文書』（註5）の史料番号をさすo(｢潮Ill舟」「補
迩」もM様
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

史料 名

且1|職状

法111!道済随分

状業

|雌奥El先逮旦

Ill係|』注文案

源泰長寄進状
理

J

源泰鱈』:~ド写

沙弥i1光譲状
■
●

に
恥
づ

1%俄状

僧都覚符一跡

配分Ⅱ録

有職補任状案

執行道賢一跡

配分ロ録

旦M嘘分状

旦1院券

且11噸文

執行道弥跡配

分[|録

和年号

弘安10

乾元2

貞和5

観応元

観応元

文和3

康暦元

永徳2

永徳3

永徳4

応永2

応永24

嘉吉元

文安4

西暦

1287

1303

1349

Kvi)

1350

1354

1379

1382

1383

1384

1395

1417

1441

1447

月Ⅱ

10月2911

61]2014

12/429El

8月1511

8月1511

12月2411

8)l8日

6II514

2147日

7Ⅱ28日

lOlllOII

71114B

10月2311

出典

米良2

米良1088

米良29

秋田淵

家蔵文書

秋川淵

家蔵文諜

新渡戸文沓：

米良50

米良56

米良58

米良6(1

米良80

mm

米良260

米良

差出

fil'l

m世済

i鯉

淵泰長

k泰長

沙弥撒光

かわつらの

いやしffi

覚有

道儲

救誉

法怖良崇

幸ｲII公義春

実報I龍義

宛先

道賢

法印覚賢

明江山遍照

院

明江山遍照

院

彦四郎

楠御前

上了通？

Emm

井坊

内容

寂'11が世間に誰1}波したillにill羽国太町のたとう太郎、とう
へい太郎の引檀那職がある

信覚功分にⅢ羽|玉'1卜賀pﾘM梨引檀那があり、これをfill職州伝

の領地として談I)与えた

奥州榊捌洗達大進Hll梨幸慶が三河阿勝l梨浄範よI)月い得

たもの

lﾘl水熊野神社に、吉川･飯詰・八幡の三ケ庄を寄進

雄勝･平腿(Ill北三郡を牛王獅子舞の掠領とする

浅I]氏の談状に、「熊M1の御ﾈIplll｣、「先達の請Ill」などが出て
ノブ
、勺

Ill連の弥凹肌が二貰文の(If金をした証文．月二W文の利恩を

支払うことと、(Ii*pかつまかにの別当職を担保としたこと。

川辿の梢11職は「たいの阿間梨」からえたことなどがわかる

覚府が柵弗に一跡を配分したH録中に、禅林房に「''1羽l正Iア

ツシヲ法阿ミた仏ﾘIfv/l」がある

洲f者に「Ili本郡くらかけの郷長谷寺別当御房」とあt]

道賢の縦状の中に,'l剛の檀那の表記有

救番が楠御前に、ill羽国の旦那の中で武蔵国平間郡長引旦那

-Hを誰り渡した

良橘が上了通？に美濃Ⅲ羽、信濃の三ケhiの旦＃n;を漆Ii'l

文で水銭返しした

比|ﾉmmmm弥がuin;であることを由利の光速良沸がⅡ

柵のifllfilli筒II坊に願文として提出

道弥の識状の中にill羽の随iIの表記有
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15

16

ヴ
ｊ

ｌ
ｌ

18

19

20

１
１
ユ

ワ
】

22

ワq
＝LJ

24

25

26

ワ'7
＝』

28

ワ
］9

30

31

、
／
一

つ
、

33

34

35

36

37

38

39

40

11

42

史料名

執行道弥跡配

分目録

旦Ui暁券

道者ﾎIll＃状

道者去渡状

旦那売券

旦那売券

且1|琉券

染々 |塊伽l教習
週

』

乗々院御散普

塚
ヅ

Ⅱ那売券

乗々院御教書
心
時
ザ

01売券

乗々院御救沓
宿
寸

旦那売券

道滑売券

旦UI噸文写

|伽文

旦那噸文写

旦那売券

且11噸文写

若王子卜l:別当

御散普写

先達l職1泣案

小Ⅲ紹字在所

注文写

道会差入状

｢I 券

治部少輔公旦

所普立写

1

廊之坊;雑l旦

那帳

剛端SlfilU

Iそ

和年号

文安4

文安5

峨正元

康正元

長禄元

長禄4

長禄5

寛正3

寛正3

覧正7

文明2

文明6

長享3

延徳2

明応3

天文3

天文5

天文6

天文18

天文IcS

天文21

年未詳

年未詳

天正3

文禄4

慶長2

年未詳

慶長4

西暦

1-147

1448

1455

1455

1457

146C

1461

1llil'

U62

!I*

1470

1474

1489

149(1

1191

1534

In.lfi

1537

1519

1549

1552

1575

1595

1597

1599

月日

10)123日

3月1911

1IJJ6I三’

11月9日

121]1714

6月7日

正月21日

6月911

6月1111

8月2011

7月IS日

11月2611

7月16日

12月28日

4II18R

6月7B

8月1日

6月6日

3月1911

12)11日

61129日

II月26日

12JJ2日

10月吉日

5II911

,'li

米良288

氷艮292

米良345

米良346

米良258

米良389

米良109

蒋王r-m-i:

文沓

n-r-M

m

米良487

若王1判'社

文普

米良568

紀伊家文普

米良697

米良714

米良866

橘爪6

米良871

Mi163

米良886

紀W塚文普

米良952

米良955

米良1131

illIS3

mi

差出

実報院道義

石松女、上

次郎

'fite

新宮堀内氏
ネ￥
小12

Ifl'lll大散

筒井.'fill

瀧脇善成功

↓|:関良信坊

乗々 院

乗々 院

光勝房光ｲI

乗々 院

井関良信坊

乗々 院

一野I'l間房

善促坊くま
二r､fIL
lIh

勝林坊

竹本坊

梅本坊

多m

乗々院

道会

坂蔵杢大夫

五右術I"lは

は

宛先

実報院

実報院

紀伊卿ii

房

二位公御房

行運

実報院

上野公御房

実報院

実報院

実報院

僑爪坊

実報院

1#達坊

上野公Ⅲ1房

実報院

補陀落寺

内 容

道弥の譲状の'I'に(I州の檀那の表記有

_|〃<郎が実淵院に光I渡した旦那の中にHI'1聖が先達として

ﾘ|蝉した出Siの11IIISがあった

mm形の弁殿III!一円を'liliî lどの側l坊へ波した州1*状
(交換）

fli*Jllllll形の弁殿u肌一円を新宮堀内のもとに渡される

i鋤1－族のⅢ川をi智Ill御師筒)l吉田が潰宮八側に郎に売I）
波した

韓成坊が所持していた(Ij羽国渡部一族の旦那を実報院に売却

した

(11*1陸奥両iの菊池一族の旦1職を10カ年の本銭返で売n

渡した。

芯E｣ツIj当乗々 院が上野公知行分の秋田郡｛Ill北北iiliの熊野の

Ⅱ』M，先達職を苑行う。紛失状を添える

嫌I子IIJ当乗々 院が二位公御房行迩の出羽mIll北i潤柵ill河

の熊I惨詣先週|脱を苑行う

iwmかんほう喝四一族のinn;が光勝房からﾂ群i;院へ売り

il嬢れた

若王子別当莱々 院が二位公御房行連の出羽唾Illl北1噴郡a河

の熊野参詣先逮職をﾘ|き続き苑行う

Ⅲ》14-陸奥間Nの菊池一族の旦那職を10ｶｲドの本銭返で売')

慨したが、それを二間文力Iiえて永代に売0渡した。

聯I子別当乗々 院が上野公知行分の秋Ill郡fill北北,!lの熊野の

u肌先達職を苑行うc紛失状を添える

(I14J|B|長井におけるuIll職を実報院に売却する

,1',羽Ifil長谷部-族のⅡIll蛾を実測院に売却する

ili｣郡Ili形住人27名の旦那について、先達勝林坊が御師実報

|塊に噸文として柵11した

ili上谷地柱人10名のIllについて、先達竹本坊が御illll橋爪坊

に胤文として細||した

出羽中野のu11j6名について、先達梅本坊が御師実報院に願

文を提出した

'榊雛lの11川のうち下館一円の先達が羽黒山I:ll当である

川羽長井庄米沢のⅡⅡ2名

乗々 院が上州'郷に出羽北ill!四カ所、西根ill郡三カ所、南合

ill内I"lM群のiijii;，先達職を安堵する

ffll'litU北・lll水州は代々先達職である

川羽長井の下野殿は、宍戸の惣領である

#職坊よ1)質入れしていた出羽国の旦那はII職が長く進退す
フ

③

出4.1国庄内の|Ⅱ川郡飽海郡（大泉庄を除0のBJl職を坂蔵

杢火夫が補陀藩寺に売却した。東覚坊が証人

i鋪|沙輔は|昨川正|渠河江内術、

小|||烏、四ﾉj，’41水、東根（先』

川羽|到秋Ill(111，l"f辺郡一|ﾘが記救

''水lxl中私字jﾘr持分の中に「秋Ill城湊まつまい三しよう

伽I北之慶職坊ﾘl-I'lillかた郡羽Ill寺坊号楠本坊」とあ0

白岩（先避耐i坊）延沢、

竹本坊）を山%とする


